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発言する、北村副支部長

’’

衛生局・病院支部新入組合員歓迎会

東京都に就職された皆さん、おめでとうございます

さくらんぼ狩りと石和温泉バスツアー

2008年６月１４日(土) 雨天決行!!

集合時刻 午前８時００分（８時１５分出発）

集合場所 都庁第一・第二庁舎前

参加費無料

申し込み・問い合せ先

各分会または衛生局支部(電話03-3349-1501)

衛生局支部のhttp://www.eiseikyoku-shibu.com/

から「お知らせ」でリンクがあります。(携帯電話対応)

2008年５月１７日(土)13時から

会場 中野サンプラザ第２研修室

プログラム
＊基調報告

「医療を必要とする児童福祉施設の現状と課題」

＊シンポジストの発言

・小児病院からの報告

・都立通園(幼児)施設からの報告

・養護教育の現場からの報告

・通所施設(卒後施設)からの報告

・民間入所施設からの報告

・国立施設(独立行政法人)からの報告

・公立施設(都立)からの報告

・在宅の保護者今・・

主 催 シンポジウム実行委員会

問合せ先 都庁職衛生局支部
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生
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支
部

08
春
闘
要
求
交
渉

４
月
15
日（
火
）、
福
祉
保
健
局
・
病
院
経
営
本
部
に
２
月
22
日
付

で
提
出
し
た
08
春
闘
要
求
に
つ
い
て
交
渉
を
行
な
い
ま
し
た
。

冒
頭
、
衛
生
局
支
部
北
村
副
支
部
長
が
１
万
９
千
円
の
賃
上
要
求

や
労
働
条
件
の
改
善
等
に
つ
い
て
発
言
し
、
つ
づ
い
て
川
島
調
査
部

長
が
超
勤
縮
減
と
定
員
補
充
に
つ
い
て
、
高
橋
書
記
次
長
が
保
健
所

の
執
行
体
制
に
つ
い
て
、
病
院
支
部
鳥
井
執
行
委
員
が
看
護
師
の
充

足
、
離
職
防
止
対
策
等
に
つ
い
て
発
言
し
ま
し
た
。

超
勤
縮
減
と
欠
員
解
消
を

川
島
調
査
部
長

人
員
増
な
く
し
て
本
庁
職

場
の
超
勤
縮
減
は
な
い

本
庁
に
お
け
る
平
成
18
年
度

の
超
勤
の
実
態
を
み
る
と
、
一

人
当
た
り
平
均
年
間
２
２
０
時

間
超
え
は
本
庁
44
課
の
う
ち
18

課
で
４
割
と
な
る
。
局
の
全
職

員
の
平
均
で
も
２
３
１
時
間
と

な
っ
て
い
る
。
毎
月
20
時
間
を

超
え
る
超
勤
を
す
る
職
員
が
半

数
い
て
、
局
全
体
で
も
平
均
２

３
１
時
間
と
い
う
の
は
、
い
か

に
も
異
常
で
は
な
い
か
。
平
成

17
年
度
比
較
で
局
平
均
で
年
30

時
間
減
少
し
て
い
る
が
、
慢
性

的
・
長
時
間
超
勤
が
長
期
間
継

続
し
て
い
る
こ
と
は
か
わ
り
が

な
い
。

長
時
間
労
働
が
ス
ト
レ
ス
の

増
加
と
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
よ

る
病
気
の
増
に
つ
な
が
っ
て
い

る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。

こ
の
間
の
局
の
長
時
間
超
勤

の
解
消
策
と
し
て
は
、
超
過
勤

務
の
適
切
な
管
理
、
一
斉
定
時

退
庁
、
事
務
の
改
善
・
効
率
化

な
ど
で
あ
り
、
職
場
実
態
と
は

程
遠
い
改
善
策
で
あ
る
、
超
勤

の
原
因
は
業
務
量
に
見
合
わ
な

い
、
定
数
配
置
で
あ
る
。
仕
事

の
工
夫
な
ど
で
は
縮
減
で
き
な

い
。
人
員
増
な
く
し
て
超
勤
縮

減
は
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
現
在
の
段
階
で
は
現

場
が
必
要
と
す
る
賃
金
予
算
の

増
や
超
勤
予
算
を
き
ち
ん
と
付

け
る
こ
と
ぐ
ら
い
局
と
し
て
最

低
限
や
っ
て
ほ
し
い
。

府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
の
看

護
師
の
欠
員
補
充
を

府
中
療
育
セ
ン
タ
ー
で
は
平

成
13
年
か
ら
、
療
育
員
を
定
数

削
減
し
、
非
常
勤
看
護
師
35
名

で
代
替
す
る
定
数
措
置
と
し
て

き
た
。
し
か
し
、
非
常
勤
看
護

師
の
定
数
配
置
は
さ
れ
た
が
平

成
17
年
以
降
新
規
の
非
常
勤
看

護
師
は
採
用
困
難
が
続
い
て
い

る
。
そ
の
上
看
護
要
員
は
年
度

当
初
か
ら
４
名
の
欠
員
で
ス
タ

ー
と
し
た
。
人
の
配
置
が
サ
ー

ビ
ス
の
水
準
を
決
定
す
る
の
が

こ
の
現
場
で
あ
る
。
７
月
採
用

と
い
っ
て
い
る
が
、
人
の
確
保

は
局
の
責
任
で
あ
る
。
１
日
も

早
く
こ
の
状
態
を
打
開
し
て
ほ

し
い
。

保
健
所
の
執
行
体
制
、

特
に
医
師
の
配
置
問
題

に
つ
い
て

高
橋
書
記
次
長

町
田
保
健
所
の
医
師
欠
員

今
年
の
４
月
１
日
の
人

事
異
動
に
お
い
て
、
町
田

保
健
所
で
は
、
感
染
症
対

策
係
の
医
師
が
そ
の
ま
ま

保
健
対
策
課
長
に
昇
格
し

た
が
、
感
染
症
対
策
係
の

医
師
は
補
充
さ
れ
な
い
ま

ま
欠
員
に
な
っ
て
い
る
。

町
田
保
健
所
は
人
口
40

万
人
を
管
轄
す
る
保
健
所

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
と

も
と
感
染
症
対
策
係
の
人

員
配
置
は
保
健
師
3
名
と
医
師

1
名
と
い
う
実
態
に
見
合
わ
な

い
少
な
い
定
数
配
置
と
な
っ
て

い
る
。
様
々
な
感
染
症
は
も
と

よ
り
、
昨
年
か
ら
は
結
核
も
感

染
症
新
法
に
組
み
込
ま
れ
た
た

め
に
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
迅
速

な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

調
査
や
指
導
の
た
め
の
訪
問
活

動
や
医
療
機
関
へ
の
出
張
も
多

く
、
医
師
の
欠
員
状
態
が
長
引

け
ば
長
引
く
ほ
ど
、
保
健
師
は

も
と
よ
り
、
保
健
対
策
課
長
業

務
に
も
支
障
を
き
た
す
恐
れ
が

あ
る
。
早
急
に
補
充
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

健
康
危
機
管
理
担
当
の
医

師
欠
員
問
題

５
保
健
所
の
企
画
調
整
課
に

は
、
危
機
管
理
担
当
の
医
師
の

定
数
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
今
年

度
か
ら
全
部
欠
員
に
な
っ
て
い

る
。
危
機
管
理
対
策
は
、
Ｈ
16

年
の
保
健
所
統
廃
合
の
際
に
保

健
所
の
機
能
強
化
策
の
目
玉
で

あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
名
ば
か
り

定
数
で
機
能
強
化
策
に
は
な
っ

て
い
な
い
。

医
師
の
欠
員
問
題
は
、
医
療

機
関
の
み
な
ら
ず
公
衆
衛
生
分

野
に
も
広
が
っ
て
い
る
。
保
健

所
関
係
の
医
師
の
欠
員
は
23
区

も
含
め
26
名
と
聞
い
て
い
る
。

昨
年
の
同
時
期
と
比
べ
て
も
欠

員
は
増
え
て
お
り
、
公
衆
衛
生

医
師
の
定
着
問
題
は
深
刻
に
な

っ
て
い
る
。

保
健
所
で
は
、
国
や
都
の
施

策
や
社
会
動
向
に
も
目
を
向
け

な
が
ら
、
市
町
村
を
は
じ
め

様
々
な
関
係
機
関
と
の
連
携
や

調
整
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
保

健
所
の
医
師
に
は
、
医
学
的
知

識
の
み
な
ら
ず
、
幅
広
い
視
点

と
統
率
能
力
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。公

衆
衛
生
医
の
育
成
を
視
野

に
採
用
と
配
置
を
行
っ
て
ほ
し

い
。
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２００８年度自己申告（当初）の実施に関する衛生２支部要求に対する局・本部回答
２００８年４月２４日

要 求 事 項 回 答
１ 自己申告制度及び業績評価精度などの「人事考課制度」は

職員の昇任、昇給など賃金、労働条件に直接影響を与えるも
のであり、「管理運営事項」とする態度を改め、労使協議事
項とすること。

２ 職場実態、公務の特性や自己申告制度の本来のあり方を踏
まえて、目標管理の手法を取入れることをやめ、人事異動や職
務、研修などに関して、職員の自主性・自発性が尊重される
制度に改めること。当面、次の点について改善をはかること。

自己申告書の提出は、「記入・提出の自由」「記入内容の
自由」を完全に保障し、未提出・一部記入の場合でも、不
利益な扱いをしないこと。

管理職の組織目標と職員の目標設定の違いなどを理由に、
訂正指導等は行わないこと。また、目標設定にあたっては、
数値化、期限明示などの強要をしないこと。

３ 本人開示について、開示申請者数、面接実施者数、不服申
し立て者数についてそれぞれ具体的に明らかにすること。

総務局人事部は、人事考課制度の基本的な考え方として、「人事考課制度は、当局の責任の
もとで実施するものである。」とし、「自己申告に関しては、職員の主体的な取組を前提として
いることから、これまでも職員の理解を得て実施するよう努めてきた」としている。福祉保健
局、病院経営本部としてもこれを踏まえ、できる限り情報提供等を行い、職員の理解が得られ
るよう対応していく。

自己申告制度は、職員一人ひとりが、担当職務の課題を発見し、主体的な取組を行うことに
より、効果的・効率的な職務遂行を図るとともに、職員と管理職のコミュニケーションを活性
化させ、きめ細かな人材育成と職員の意欲の向上を図ることを目的としている。

このようなことから、自己申告における職務に関する目標と自己評価の記入・提出は職務の
一つと位置づけているところであり、自己申告の記入・提出がない場合には、管理職は職員に
対し、記入・提出を呼びかけ、指導することが肝要であると考えている。

職員が職務目標を設定するに際しては、職員の自主性や自発性は重要な要素であるが、当該
職員の担当職務に関わるものであることから、組織方針とかけ離れたものにはならないと考え
ており、面接を通して管理職と職員が共通の認識に立つ必要がある。

具体的な人数に関しては、後日、総務局より一括して回答していく。

自己申告における面接は強要せず、本人の意思を尊重す
ること。昼休みや時間外の面接、長時間にわたる面接の強
要など、制度運用のあり方に反する行為は行わないこと。

やむを得ず面接を時間外に指定する場合は、業務命令で
あり超過勤務であることを管理職に徹底すること。

面接を通じて訂正することを前提とした記入をさせない
こと。

管理職の組織目標は、職員の意見反映も含め職場実態を
考慮した事業所の年間事業計画等、職員の合意形成が可能
な内容とし、一方的に目標を強要しないこと。

－略－ 職員との面接に当たっては、勤務時間中に実施することが基本であり、これまでも
管理職の業績評価悉皆研修で周知してきているところであるが、今後も必要に応じて周知を図
っていく。

自己申告提出時の面接では、職員と意見交換を行い、管理職と職員とが共通の認識に立つよ
う努めることが重要である。その結果として、職員が合意の上で、訂正・追加する場合はあり
得る。

管理職は、局・部の方針や既存の計画等を踏まえて、組織が直面する課題に対応し、円滑に
業務を遂行するための今後１年間の組織としての事務・事業に関する基本的方針を設定し、職
員に示すこととしている。

目標設定・自己評価を「業績評価」の評定材料にするこ
とは、職員の自発性や自主性を否定する「目標管理方式」
の強要であり、職員の理解と納得が得られていない「業績
評価」とは切り離すこと。

「自己採点」は、チームワーク、自主性などからみて問
題があり、強要しないとともに、「業績評価」と連動させ
ないこと。

自己申告の内容を業績評価の評定材料の一つに位置づける趣旨は、業績評価の評定精度向上
と職員の納得性向上を図ることである。

なお、業績評価は、職員が一年間に達成した業績とそれにつながるプロセスについて、管理
職が日常の職務遂行過程を通じて把握し行うものであり、自己申告の内容のみをもって行うも
のではない。

自己採点は、評定要素の着眼点ごとに、職員自らが仕事の成果とそれにつながるプロセスに
ついて、評価を行うものであり、これが、次なる能力開発の前提となるものである。

係の「組織目標」は、すでに組織で決定し実行している
ものを基本とすること。職員の「職務目標」と係長が示す
「組織目標」の乖離があった場合、係長がチェックするこ
とのないよう指導すること。

病院経営本部のバランススコアカードにもとづく数値目
標を連動させないこと。

係長や看護長の行き過ぎた関与がないよう周知徹底する
こと。また、係員が未記入・未提出であっても、係長への
評価と連動させないこと。

自己申告書の係長への提出を廃止すること。

係長は、課の組織方針を踏まえて、係の組織方針を設定し係員に提示するとともに、係員を
指揮監督する職責を有している。よって、「目標・成果シート」を係長にも提出し、係長がそ
の内容を把握する仕組みとしている。係の組織方針を設定するに当たっては、管理職が先に示
した課の組織方針の範囲であれば既存の計画を利用できる。また、職務を通じた能力開発、効
果的・効率的な職務遂行の観点から、あくまでも自主的な記入・提出が重要であり、内容面に
おいて強制的に行わせる性格のものではない。

自己申告の作成に際し、前年度の業績評価を本人に明ら
かにすること。

制度上の問題であり、総務局に伝える。

４ 勤務成績「下位」の者の数を明らかにするとともに、開示
の状況や管理職の評価基準の認識などを点検・検証し、その
結果を明らかにすること。

－略－ 福祉保健局、病院経営本部では、全ての評定者を対象とした「評定者研修」を実施し、
職務遂行過程において見られた具体的な行動に着目して評定を行うことを周知徹底している。

今後も職員に対して制度への理解が深まるよう努めていく。

５ 自己申告の面接と勤務成績「下位」の者に対する指導・人
材育成は、制度の趣旨を踏まえ区別して行うこと。

－略－ 評定結果を踏まえた指導育成については、職員に対して継続的な指導育成を行うこと
により、職員の能力開発を図ることを目的とするものであり、面接の際に同時に行うことは、
必ずしも自己申告の趣旨と相容れないものではない。

６ 個人端末のない大規模職場でのフロッピーを使用したｅ－
人事システムの導入は、記入者の持ち帰りが前提とならざる
を得ないため、職場での記入の条件がない場合は強要しない
こと。また、TAIMS個人端末が設置されていない職員は、原
則紙ベースの提出であることを周知徹底すること。

（福祉保健局回答）－略－ TAIMS個人端末が設置されていない職員（監理団体派遣職員含む。）
は、原則として、従来どおり紙ベースでの提出とする。ただし、申告内容を電子データで入力
している場合には、ｅ－人事システムへの登録が可能となるよう、フロッピーディスクも併せ
て提出するようお願いすることもあるが、これを強要するものではない。しかしながら、事務
職については、全庁的な局間交流等もあり得ることから、ｅ－人事システムにより提出等を行
うこととする。
（病院経営本部回答）－略－ TAIMS個人端末未設置の場合、各所属において職員番号等の情
報が付与されたExcel登録方式のデータもしくはHTML登録方式の様式データを配布するが、希
望する職員については、紙による配布を行う。また、提出についてもデータでの提出を原則と
するが、紙による提出も認めることを周知する。

７ 自己申告の記入は時間内を保障すること。やむを得ず時間
外で行う場合は超過勤務手当を支給すること。持ち帰っての
記入や、不払い残業となっている実態を把握し、実効ある改
善策を示すこと。

８ 当初申告の提出期限が昨年より早く設定されているが、配
布から提出までの期間を充分に確保すること、特に交替制の
職場は記入の期間が保障されるよう配慮すること。

９ TAIMS端末の増設、パソコンの整備等の要求がある場合に
ついては職場要求に応えること。

10 今年度より新たに実施されるOJT強化のための自己申告の
活用について、その理由と活用方法について明らかにするこ
と。

自己申告書の記入は、職務の一環として位置づけられているところであり、勤務時間内に行
うことが基本である。

なお、記入についてはこれまでも時間内に行うよう管理職の業績評価悉皆研修で周知してき
ているところであり、今後も必要に応じて周知を図る。

当初申告の総務局への提出期限は、昨年度よりも約1ヶ月早くなっている。局としては、局
内へ早期に通知するとともに、局への提出期限を極力遅くするなどして、記入・面接の期間が
確保できるよう配慮していく。

TAIMS端末及びパソコンの整備については、これまでも、予算等の状況も踏まえ進めてきた
ところである。

平成18年3月に策定された「東京都職員人材育成基本方針」において、人材育成はOJTが基本
であり、各職場におけるOJTの定着化・活性化への取組が重要であるとされている。また、東
京都職員OJT指針で、OJTは受ける側もその重要性と自らの責務を認識しなければならないとさ
れている。

この方針を踏まえ、OJTに積極的に取り組む観点から、自己申告において、主任級職、監督
職は後輩職員、部下職員の指導・育成について目標を設定し、成果を記入することとした。ま
た、自由意見欄には職員自身が身に付けたいと思う知識やノウハウ等の習得に当たり、所属課
長や係長等に求める具体策や取組状況についての意見を記入することにより職員一人ひとりの
状況に応じた効果的なOJTを行うことができると考えている。

再生紙を使用しています


